
議案 第８ ５号

令和 ２年 度水 Ｆ・ 勝目ＥＩ 都市 計画事業 東部 第２ 上ｊセ「‾左圃整 ＪＩ 事業 特ＳＩ」

会計決算認定 につ いて

た方 自治法（ 昭和 ２２ 年法律第 ６　７’ 号） 第２ ３３ 条第 ３項 の規 定に 基づ き， 令和

２年 度水 ‾抑 ・勝 ［日 都市 計画 事業 東部 第２ 土Ｊき区 画整 ｊミ 本業 特加 会計 決算 を加 紙のと

おり 監を委員 の意 見を 付け て認 定に 付す る。

令和 ３年　 ９Ｊ１　 ２日　 提出

令和　 年’ ＪＡ 日　 售定

ひた ちな か市長　 大　谷 明



令和２年度水ド・ 勝目］都市計画事業
東部第２ 土丿吏［Ｋ両笥え事業特Ｍ 【ｊ会計歳入歳ｍ決算書

区　　　　　　　　　　　　　分 決算額 摘要

歳　　　　　　　　　　　入 ５５ ０，９２ ７， ７８ １　円 歳入決算高

歳　　　　　　　　　　　　　出 ４８ ７， ７７ ８， ５２４　円 歳芭決算高

歳　 人　 歳　 ％　 差　 ち＼ ６３ ，１ ４９ ，２５７　円 翌年度繰越

うち翌年度へ繰り越すべき財源 ４４ ，３ ３２ ，０００　口

４３


